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業務規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（市場管理細則等）

第３条 （略）

２～８ （略）

（削る）

９ （略）

１０ （略）

１１ （略）

１２ （略）

１３ （略）

１４ 本業務規程に定めるもののほか、市場に

おける取引の内容の審査に関し必要な事項

は、商品市場における取引の内容の審査に関

する細則をもって定める。

１５ 本業務規程に定めるもののほか、取引参

加者が整備する売買管理体制に関し必要な事

項は、取引参加者における不公正取引の防止

のための売買管理体制に関する細則をもって

定める。

１６ 本業務規程に定めるもののほか、取引参

加者が整備する注文管理体制に関し必要な事

項は、取引参加者における注文管理体制に関

する細則をもって定める。

（市場管理細則等）

第３条 （略）

２～８ （略）

９ 本業務規程に定めるもののほか、準取引参

加者に関し必要な事項は、準取引参加者細則

をもって定める。

１０ （略）

１１ （略）

１２ （略）

１３ （略）

１４ （略）

（新設）

（新設）

（新設）

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による売買）

第３８条 （略）

２～４ （略）

５ 当社は、第３項の申出が成立したときは、

直ちにその内容を売買システムにより、当該

申出を行った取引参加者に対し、通知するも

のとする。

６・７ （略）

（ＥＦＰ取引及びＥＦＳ取引による売買）

第３８条 （略）

２～４ （略）

５ 当社は、第３項の申出が成立したときは、

遅滞なく当該申出を行った取引参加者に対

し、通知するものとする。

６・７ （略）

（違約者の自己の計算による建玉の取扱い）

第９０条の２ 当社は、違約者（第１５７条第

１項及び第２項の規定により違約者となった

清算参加者たる取引参加者及び第１５８条の

規定に基づき違約者とみなされた非清算参加

者をいう。以下、この章において同じ。）の

当社の市場における取引を停止（第１５６条

第１項第１号から第５号までに規定する取引

の停止の措置をいう。以下この章において

「取引停止等」という。）する場合は、違約

者の自己の計算による建玉について、当社が

（違約者の自己の計算による建玉の取扱い）

第９０条の２ 当社は、違約者（第１５７条第

１項及び第２項の規定により違約者となった

清算参加者たる取引参加者及び第１５８条の

規定に基づき違約者とみなされた非清算参加

者をいう。以下、この章において同じ。）の

当社の市場における取引を停止（第１５６条

第１項各号に規定する取引の停止の措置をい

う。以下この章において「取引停止等」とい

う。）する場合は、違約者の自己の計算によ

る建玉について、当社が指定する他の受託取
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指定する他の受託取引参加者をして転売又は

買戻しを行わせることができる。

２・３ （略）

引参加者をして転売又は買戻しを行わせるこ

とができる。

２・３ （略）

（取引資格の取得手続き）

第１１０条 （略）

２ 取引資格の取得申請が、取引参加者との合

併又は取引参加者からの相続、分割若しくは

事業（当社の市場における取引に係る業務を

いう。以下同じ。）の譲渡（以下「事業譲

渡」という。）によるものである場合におい

ては、前項の規定にかかわらず、取引資格取

得料の納入を要しない。

（取引資格の取得手続き）

第１１０条 （略）

２ 取引資格の取得申請が、取引参加者との合

併又は取引参加者からの相続、分割若しくは

事業譲渡によるものである場合においては、

前項の規定にかかわらず、取引資格取得料の

納入を要しない。

（取引資格取得の日）

第１１２条 （略）

２ 当社は、前項の規定により取引資格を取得

した取引参加者に取引参加者証を交付すると

ともに、その者の氏名又は商号及び法人取引

参加者（法人である取引参加者をいう。以下

同じ。）にあっては取引参加者代表者の氏名

を公表する。

（取引資格取得の日）

第１１２条 （略）

２ 当社は、前項の規定により取引資格を取得

した取引参加者に取引参加者証を交付すると

ともに、その者の氏名又は商号及び法人取引

参加者にあっては取引参加者代表者の氏名を

公表する。

（取引参加の条件）

第１１３条 （略）

２ 当社の市場において取引を行う取引参加者

は、取引参加者に関する施行細則に定めると

ころにより適切な業務執行の体制を整備しな

ければならない。

３ 当社の市場において新たに取引を行おうと

する取引参加者は、あらかじめ、取引参加者

に関する施行細則に定めるところにより申請

書に所要の事項を記載して、これに当社が必

要と認める書類を添付して、当社に申請し、

承認を受けなければならない。

４ 当社の市場において新たに取引を行おうと

する受託取引参加者は、取引参加者に関する

施行細則に定める基準を満たさなければなら

ない。

５ 取引参加者が第１項に該当しなくなった場

合であって、当該取引参加者が取引の決済を

結了していないときは、第１２３条、第１２

４条及び第１２６条の規定を準用する。

（取引参加の条件）

第１１３条 （略）

（新設）

（新設）

（新設）

２ 取引参加者が前項に該当しなくなった場合

であって、当該取引参加者が取引の決済を結

了していないときは、第１２３条、第１２４

条及び第１２６条の規定を準用する。

（取引資格の喪失届出等の通知及び公表）

第１１７条 （略）

２ （略）

３ 当社は、取引参加者が取引資格の全部又は

一部を喪失したときは、遅滞なく、取引参加

者の取引資格の喪失（受託取引参加者（当社

（取引資格の喪失届出等の通知及び公表）

第１１７条 （略）

２ （略）

３ 当社は、取引参加者が取引資格の全部又は

一部を喪失したときは、遅滞なく、その旨を

公表する。
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の市場において取引を行っていた者に限

る。）に信認金を返還する場合にあっては、

取引参加者の取引資格の喪失及び当該取引参

加者の信認金の返還）を公表する。

（取引資格の喪失等の手続き）

第１２０条 （略）

２ 取引資格を喪失した当社の市場において取

引を行っていた受託取引参加者は、第１１７

条第３項による公表を行った日から６か月を

経過した後でなければ、取引資格の喪失によ

る信認金の返還を請求することができない。

３ 前項に規定する期間は、当社が特に必要が

あると認めるときは、これを変更することが

できる。

（取引資格の喪失等の手続き）

第１２０条 （略）

（新設）

（新設）

（取引参加者代表者）

第１２９条 取引参加者が法人取引参加者であ

る場合は、その代表取締役又は代表執行役

（法人取引参加者が外国法人の場合にあって

は、日本における代表者で、かつ、取締役又

は執行役と同等以上の地位にある者）のうち

から、当社において当該法人取引参加者を代

表するのに適当な者１人（以下「取引参加者

代表者」という。）を、取引参加者に関する

施行細則に定めるところにより、あらかじめ

当社に届け出なければならない。

２・３ （略）

４ 取引参加者と当社との関係においては、取

引参加者代表者のみが当該取引参加者を代表

するものとする。ただし、日常業務に関して

は、取引参加者に関する施行細則に定めると

ころにより、あらかじめその範囲を明確にし

て、当社に届け出た代行者をして行わせるこ

とができる。

（取引参加者代表者）

第１２９条 取引参加者が法人取引参加者（法

人である取引参加者をいう。以下同じ。）で

ある場合は、その代表取締役又は代表執行役

（法人取引参加者が外国法人の場合にあって

は、日本における代表者で、かつ、取締役又

は執行役と同等以上の地位にある者）のうち

から、当社において当該法人取引参加者を代

表するのに適当な者１人（以下「取引参加者

代表者」という。）を、取引参加者に関する

施行細則に定めるところにより、あらかじめ

当社に届け出なければならない。

２・３ （略）

（新設）

（法令遵守責任者）

第１２９条の２ 当社の市場において取引を行

う遠隔地仲介参加者及び遠隔地市場取引参加

者は、取引参加者に関する施行細則に定める

ところにより、その取締役又は執行役と同等

以上の地位にある者のうちから１人を法令遵

守責任者（当該取引参加者の役職員に対し、

法及びその関係法令（以下「法令」とい

う。）、法令に基づく行政官庁の処罰及び当

社の定款、業務規程、受託契約準則その他の

規則並びに取引の信義則の遵守（以下「法令

等の遵守」という。）を徹底し、内部管理体

制の整備に努めるとともに、法令等の遵守に

（新設）
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関し当社と適切な連絡及び調整を行う者をい

う。）として取引参加者に関する施行細則に

定めるところにより、当社に申請し、その承

認を受けなければならない。

（合併等について承認を受ける義務）

第１４０条の２ 当社の市場において取引を行

う受託取引参加者は、次の各号に掲げる行為

をしようとするときは、あらかじめ当社の承

認を受けなければならない。

（１） 他の法人と合併して合併後存続会社

となる場合の当該合併（取引参加者に関す

る施行細則に定める場合を除く。）

（２） 分割による事業の一部の他の法人へ

の承継（取引参加者に関する施行細則に定

める場合を除く。）

（３） 分割による事業の全部又は一部の他

の法人からの承継（取引参加者に関する施

行細則に定める場合を除く。）

（４） 事業の一部の譲渡（取引参加者に関

する施行細則に定める場合を除く。）

（５） 事業の全部又は一部の譲受け（取引

参加者に関する施行細則に定める場合を除

く。）

２ 当社の市場において取引を行う受託取引参

加者が前項の承認を受けようとする場合に

は、取引参加者に関する施行細則に定めると

ころにより、当社に通知及び申請を行わなけ

ればならない。

３ 当社は、第１０９条第１項に規定する審査

に準じて審査を行い、第１項各号の行為が当

社の目的及び市場の運営にかんがみて適当で

ないと認めるときは、当該取引参加者に弁明

の機会を与えたうえ、同項の承認を与えない

ことができる。

４ 第１５４条第１項ただし書、第２項、第３

項及び第１６０条の規定は、前項の不承認に

ついて準用する。

５ 第１項の承認を受けた場合において、財

務状況その他の当社が必要と認める事項につ

いて当社から報告を求められたときは、直ち

にその内容を当社に報告しなければならな

い。

（新設）

（届出事項）

第１４１条 取引参加者は、次の各号のいずれ

かに掲げる場合に該当するに至ったときは、

遅滞なく（第１５号に掲げる場合に該当する

に至ったときにあっては、あらかじめ）、そ

（届出事項）

第１４１条 取引参加者は、次の各号のいずれ

かに掲げる場合に該当するに至ったときは、

遅滞なく（第１５号に掲げる場合に該当する

に至ったときにあっては、あらかじめ）、そ
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の旨を書面をもって当社に届け出なければな

らない。

（１）・（２） （略）

（２）の２ 支払不能となるおそれがある状

態となったとき

（３）～（１１） （略）

（１２） 合併、分割又は事業譲渡しようと

するとき（当社の市場において取引を行

う受託取引参加者にあっては、合併、分

割、事業譲渡、分割による事業の承継又

は事業の譲受けしようとするとき（第１

４０条の２第２項に基づく申請を行った

ものを除く。））

（１３）～（１５） （略）

（１６） 当社の市場における取引に関し法

令の規定により検査、処分又は処罰を受け

たとき

（１７） 前号に規定する検査に伴い行政官

庁より改善指示等を受けたとき又は前号に

規定する検査若しくは処分に伴い行政官庁

に対し改善策等を報告したとき

（１８） 当社の市場における取引に関し法

令に違反する行為又は当社の定款、業務規

程、受託契約準則その他の規則に違反する

行為が行われた事実を知ったとき

（１９） 次のイからハまでに掲げる社内規

則を定めたとき又は変更したとき

イ 第１４９条の３に基づき整備する売買

管理体制に関する社内規則

ロ 第１４９条の４に基づき整備する注文

管理体制に関する社内規則

ハ 第１４９条の５に基づき整備するポジ

ションに関するリスク管理体制その他当

社が求める管理体制に関する社内規則

（２０） 当社の市場における取引に関し使

用しているシステム又は機器に障害が発生

していることを知ったとき

２ （略）

３ 当社の市場において取引を行う受託取引参

加者は、次の各号に掲げる場合に該当するに

至ったときは、直ちに、その旨を書面をもっ

て当社に届け出なければならない。

（１） 純資産額規制比率（法第２１１条

に規定する純資産額規制比率をいう。以

下同じ。）が１４０パーセントを下回っ

たとき

（２） 純資産額が３億円を下回ったとき

４ （略）

５ 前各項の規定による届出書には、当社の指

示する書類を添付しなければならない。

の旨を書面をもって当社に届け出なければな

らない。

（１）・（２） （略）

（新設）   

（３）～（１１） （略）

（１２） 合併、分割又は事業譲渡しようと

するとき

（１３）～（１５） （略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

２ （略）

（新設）

３ （略）

４ 前３項の規定による届出書には、当社の指

示する書類を添付しなければならない。
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（遠隔地仲介取引参加者の受託の制限）

第１４９条の２ 遠隔地仲介取引参加者は、日

本に居住する者の計算による注文と知りなが

ら、当社の市場における取引の委託を受ける

ことができない。

（新設）

（売買管理体制の整備）

第１４９条の３ 当社の市場において取引を行

う取引参加者は、取引参加者における不公正

取引の防止のための売買管理体制に関する細

則に定めるところにより、不公正取引の防止

に関する売買管理体制を整備しなければなら

ない。

（新設）

（注文管理体制の整備）

第１４９条の４ 当社の市場において取引を行

う取引参加者は、取引参加者における注文管

理体制に関する細則に定めるところにより、

過誤のある注文の受託及び発注を防止するた

めの注文管理体制を整備しなければならな

い。

（新設）

（リスク管理体制等の整備）

第１４９条の５ 当社の市場において取引を行

う取引参加者は、取引参加者に関する施行細

則に定めるところにより、当社の市場におけ

る取引に係るポジション（当該取引参加者の

名における未決済約定により構成される集合

体をいう。）に関するリスク管理体制（保有

するポジション、取引の相手方の契約不履行

またはその他の理由により発生し得る危険を

管理する体制をいう。）その他当社が求める

管理体制を整備しなければならない。

（新設）

（清算受託契約の解約の報告）

第１５２条 非清算参加者は、清算受託契約の

解約については、次の各号に掲げる解約の区

分に従い、当該各号に定めるところにより、

その内容を当社に報告しなければならない。

（１）・（２） （略）

（３） 非清算参加者が事前に他社清算参加

者から書面により契約の解約の意思の申し

出を受けたことによる解約（第５号に掲げ

る解約を除く。）

当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞

なく報告を行う。

（４） （略）

（５） 非清算参加者と他社清算参加者との

間で商品清算取引の委託に基づく取引に係

（清算受託契約の解約の報告）

第１５２条 非清算参加者は、清算受託契約の

解約については、次の各号に掲げる解約の区

分に従い、当該各号に定めるところにより、

その内容を当社に報告しなければならない。

（１）・（２） （略）

（３） 非清算参加者が事前に他社清算参加

者から書面により契約の解約の意思の申し

出を受けたことによる解約

当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞

なく報告を行う。

（４） （略）

（新設）
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る債務の履行の確実性の観点から清算受託

契約を解約することができる条件をあらか

じめ定めている場合において、当該条件に

該当したことをもって非清算参加者が事前

に他社清算参加者から書面により契約の解

約の意思の申し出を受けたことによる解約

当該解約の意思の申し出を受けた後直ち

に、かつ、当該解約を行おうとする日の前

日までに報告を行う。

（取引参加者に対する制裁）

第１５３条 当社は、取引参加者が次の各号の

一に該当することとなったと認めるときは、

その取引参加者に対し当該各号に掲げる制裁

を加えることができる。

（１）～（８） （略）

（９） 前各号に掲げる事由のほか、法令若

しくは定款、本業務規程、受託契約準則、

紛争処理規程その他当社の定める規則の規

定に違反したとき又はこれらの規定に基づ

く処分に違反したときは、戒告、１億円以

下の過怠金の賦課又は６月以内の期間を定

めての全部若しくは一部の市場における取

引若しくは商品清算取引の委託の停止若し

くは制限又は取引資格の取消し

（取引参加者に対する制裁）

第１５３条 当社は、取引参加者が次の各号の

一に該当することとなったと認めるときは、

その取引参加者に対し当該各号に掲げる制裁

を加えることができる。

（１）～（８） （略）

（９） 前各号に掲げる事由のほか、関係法

令若しくは定款、本業務規程、受託契約準

則及び紛争処理規程その他当社の定める規

則の規定に違反したとき又はこれらの規定

に基づく処分に違反したときは、戒告、１

億円以下の過怠金の賦課又は６月以内の期

間を定めての全部若しくは一部の市場にお

ける取引若しくは商品清算取引の委託の停

止若しくは制限又は取引資格の取消し

（取引の停止）

第１５６条 当社は、取引参加者が第１号から

第５号までに該当することとなったときは、

当該各号に定める措置を講ずるものとし、第

６号又は第７号に該当することとなったとき

は、当該各号に定める処置を講ずることがで

きるものとする。ただし、第４号又は第５号

にあっては、当該受託取引参加者が引き続き

当社の取引参加者である場合には、当社が必

要と認める範囲において同号に規定する措置

を講ずるものとする。

（１）～（５） （略）

（６） 当社の市場において取引を行う受託

取引参加者が、次のイ又はロに該当する

に至った場合

当社の市場における取引又は商品清算取

引の委託の停止

イ 純資産額規制比率が１４０パーセント

を下回ったとき

ロ 純資産額が３億円を下回ったとき

（７） 支払不能となるおそれがあるとき

当社の市場における取引又は商品清算取

引の委託の停止（その事由の消滅するとき

までに限る。）

（取引の停止）

第１５６条 当社は、取引参加者が次の各号に

該当することとなったときは、当該各号に定

める措置を講ずるものとする。ただし、第４

号又は第５号にあっては、当該受託取引参加

者が引き続き当社の取引参加者である場合に

は、当社が必要と認める範囲において同号に

規定する措置を講ずるものとする。

（１）～（５） （略）

（新設）

（新設）
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２・３ （略）

４ 当社は、第１項（第３号から第５号までに

該当することとなった場合又は第６号若しく

は第７号の処置を行った場合に限る。）に該

当することとなった取引参加者が、他の商品

取引所の取引参加者等であるときは、当該取

引参加者の氏名又は商号及びその内容を、当

該他の商品取引所へ通知するものとする。

５ 当社は、第１項（第３号から第５号まで

に該当することとなった場合又は第６号若し

くは第７号の処置を行った場合に限る。）に

該当することとなった取引参加者の氏名又は

商号及びその内容を、クリアリング機構へ通

知するものとする。

６ 第１５４条第１項及び第３項の規定は、

第１項第６号又は第７号の規定に基づき処置

を講じようとする場合について、第１６０条

の規定は、第１項第６号又は第７号の規定に

基づく処置を行った場合について、第１６２

条の規定は、第１項の規定に基づき措置又は

処置を行った場合についてそれぞれ準用す

る。

７ 第１項第１号若しくは第２号の措置又は

第６号若しくは第７号の処置を行った場合に

おいて、当社の市場における取引又は商品清

算取引の委託の停止を受けた取引参加者は、

当該取引参加者の当社の市場における取引又

は商品清算取引の委託に基づく取引で未決済

のものを解消するために必要とする限度にお

いて、当社の承認を受けて、当社の市場にお

ける取引又は商品清算取引の委託を行うこと

ができる。

２・３ （略）

４ 当社は、第１項（第３号、第４号又は第５

号に該当することとなった場合に限る。）に

該当することとなった取引参加者が、他の商

品取引所の取引参加者等であるときは、当該

取引参加者の氏名又は商号及びその内容を、

当該他の商品取引所へ通知するものとする。

５ 当社は、第１項（第３号、第４号又は第５

号に該当することとなった場合に限る。）に

該当することとなった取引参加者の氏名又は

商号及びその内容を、クリアリング機構へ通

知するものとする。

６ 第１６２条の規定は、第１項の規定に基づ

く措置を行った場合について準用する。

７ 第１項第１号又は第２号の場合において、

当社の市場における取引又は商品清算取引の

委託の停止を受けた取引参加者は、当該取引

参加者の当社の市場における取引又は商品清

算取引の委託に基づく取引で未決済のものを

解消するために必要とする限度において、当

社の承認を受けて、当社の市場における取引

又は商品清算取引の委託を行うことができ

る。

（取引の停止の解除等）

第１５９条 （略）

２ 第１５６条第１項第６号及び第７号の規定

に基づき、当社の市場における取引又は商品

清算取引の委託の停止を受けた取引参加者

は、当該処置を受けた原因を除去したとき

は、その旨を書面をもって、当社に届け出る

ものとする。この場合において、その解除を

申請することができる。

３ 前２項の規定に基づく届出書には、その措

置又は処置を受けた原因を除去するために採

った措置について説明書を添付しなければな

らない。

４ 当社は、第１項又は第２項の規定に基づく

書面を受理した場合、審査し適当と認めたと

きは、その取引若しくは商品清算取引の委託

の停止を解除又は軽減することができる。

（取引の停止の解除等）

第１５９条 （略）

（新設）

２ 前項の規定に基づく届出書には、その制裁

を受けた原因を除去するために採った措置に

ついて説明書を添付しなければならない。

３ 当社は、第１項の規定に基づく書面を受理

した場合、審査し適当と認めたときは、その

取引若しくは商品清算取引の委託の停止を解

除又は軽減することができる。
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５ （略） ４ （略）

（制裁の特例）

第１６１条 （略）

２ 当社は、前項の規定に基づき、取引若しく

は商品清算取引の委託を停止し、又は制限す

る制裁を加えた場合において、他の商品取引

所又はクリアリング機構から第１５９条第５

項の通知と同様の通知を受けたとき、又は当

該取引参加者が同項の通知と同様の通知をＪ

ＰＥＸから受け、これを当社に届け出たとき

は、当該取引参加者に加えた制裁を解除又は

軽減することができる。

３ 当社は、第１項の規定に基づくもののほ

か、法第１６０条第１項の規定に基づき主務

大臣から取引参加者の取引資格を取り消すべ

き旨又は６月以内の期間を定めて取引参加者

の市場における取引若しくは商品清算取引の

委託を停止すべき旨の命令があったときは、

当該命令に基づき当該取引参加者を処分す

る。

４・５ （略）

（制裁の特例）

第１６１条 （略）

２ 当社は、前項の規定に基づき、取引若しく

は商品清算取引の委託を停止し、又は制限す

る制裁を加えた場合において、他の商品取引

所又はクリアリング機構から第１５９条第４

項の通知と同様の通知を受けたとき、又は当

該取引参加者が同項の通知と同様の通知をＪ

ＰＥＸから受け、これを当社に届け出たとき

は、当該取引参加者に加えた制裁を解除又は

軽減することができる。

３ 当社は、第１項の規定に基づくもののほ

か、法第１６０条の規定に基づき主務大臣か

ら取引参加者の取引資格を取り消すべき旨又

は６月以内の期間を定めて取引参加者の市場

における取引若しくは商品清算取引の委託を

停止すべき旨の命令があったときは、当該命

令に基づき当該取引参加者を処分する。

４・５ （略）

（取引の信義則違反）

第１６５条 取引の信義則に反する行為とは、

次に掲げるものをいう。

（１）～（４） （略）

（５） その他当社が取引参加者に関する施

行細則に定める行為

（取引の信義則違反）

第１６５条 取引の信義則に反する行為とは、

次に掲げるものをいう。

（１）～（４） （略）

（新設）

（削る）

（準取引参加者）

第１６７条 当社は、第１０４条から第１０６

条までの規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当するものに、当社における取引を

行わせるため、これらの者を対象とした準取

引参加者を置くことができる。

（１） 外国において当社の上場商品構成

品（原油にあっては、石油製品を含む。）

の売買等を業として行っている者

（２） 第１０４条第３号に該当する者

（３） 外国において第１０４条第５号イ

からルまでのいずれかに相当する者

（４） 外国において第１０４条第５号ヲ

に該当する者

（預託金の利息）

第１６７条 （略）

（預託金の利息）

第１６８条 （略）

（天災地変等の場合における特別の措置）

第１６８条 （略）

（天災地変等の場合における特別の措置）

第１６９条 （略）
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附  則

この改正規定は、令和５年１月１日又は商品

先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１

５６条第１項の認可を受けた日のいずれか遅い

日から施行する。
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受託契約準則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者である委託者に対する特例）

第３４条 （略）

（削る）

（取引参加者である委託者に対する特例）

第３４条 （略）

２ 前項の規定は、業務規程第１６７条に定め

る準取引参加者である委託者について準用す

る。

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日又は商品

先物取引法（昭和２５年法律第２３９号）第１

５６条第１項の認可を受けた日のいずれか遅い

日から施行する。
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取引参加者に関する施行細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（添付書類）

第４条 業務規程第１０８条第２項各号に規定

する書類は、次の各号に掲げるものとする。

（１）～（９） （略）

（１０） その他当社が必要と認める書面

は、次のとおりとする。ただし、申請者が

当社市場で直接取引を行わない場合は、イ

からニ、ヌ及びルに定める書面とする。

イ・ロ （略）

ハ 会社法第３９６条第１項に基づき会計

監査人が作成する会計監査報告書の写し

若しくは同法第３８１条第１項に基づき

監査役が作成する監査報告書若しくは同

法第３９０条第２項に基づき監査役会が

作成する監査報告書又は金融商品取引法

第１９３条の２第１項に基づき独立監査

人が作成する監査報告書（外国法人の場

合は、これらに準ずる書面）

ニ （略）

ホ 当社市場における取引に係る管理規則

の写し又はこれに準ずる管理方法を記載

した書面

へ～ル （略）

（添付書類）

第４条 業務規程第１０８条第２項各号に規定

する書類は、次の各号に掲げるものとする。

（１）～（９） （略）

（１０） その他当社が必要と認める書面

は、次のとおりとする。ただし、申請者が

当社市場で直接取引を行わない場合は、イ

からニ、ヌ及びルに定める書面とする。

イ・ロ （略）

ハ 会社法第３９６条第１項に基づき会計

監査人が作成する会計監査報告書の写し

又は同法第３８１条第１項に基づき監査

役が作成する監査報告書若しくは同法第

３９０条第２項に基づき監査役会が作成

する監査報告書（外国法人の場合は、こ

れらに準ずる書面）

ニ （略）

ホ 当社市場における取引に係る管理規則

（売買取引の管理に関するガイドライン

に照らした規則を含む。）の写し又はこ

れに準ずる管理方法を記載した書面

へ～ル （略）

（適切な業務執行の体制）

第５条の２ 業務規程第１１３条第２項に規定

する適切な業務執行の体制は、取引の受注、

執行及び受渡しによる決済、損失の危険の管

理並びに法及びその関係法令（以下「法令」

という。）、法令に基づく行政官庁の処分、

当社の定款、業務規程、受託契約準則その他

の規則及び取引の信義則の遵守に関するもの

とする。

（新設）

（当社の市場において新たに取引を行う場合

の申請）

第５条の３ 業務規程第１１３条第３項に規定

する申請は、取引開始申請書により行うもの

とし、当社が必要と認める添付書類は、次の

各号に定めるものとする。

（１） 第４条第１０号ホからトまでに定め

る書類

（２） 第４条第１０号チ及びリに定める書

類（受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参

加者の場合に限る。）

（新設）
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（当社の市場において新たに取引を行おうと

する受託取引参加者の基準）

第５条の４ 業務規程第１１３条第４項に規定

する基準は、純資産額規制比率（法第２１１

条第１項に規定する純資産額規制比率をい

う。以下同じ。）が２００％超であること及

び純資産額が５億円以上であることとする。

（新設）

（取引参加者代表者）

第１３条 （略）

２ （略）

３ 業務規程第１２９条第４項に規定する届出

は、日常業務代行者選任・解任等届出書に業

務範囲表を添付して行うものとする。

４ 業務規程第１２９条第４項に規定する代行

者及び範囲の変更に係る届出は、日常業務代

行者の役職名・印鑑・業務範囲変更届出書に

より行うものとする。

（取引参加者代表者）

第１３条 （略）

２ （略）

（新設）

（新設）

（法令遵守責任者）

第１３条の２ 業務規程第１２９条の２に規定

する申請は、法令遵守責任者に係る申請書に

より行うものとする。

（新設）

（合併等について承認を受ける義務の例外）

第１５条の２ 業務規程第１４０条の２第１項

第１号に定める場合は、他の取引参加者と合

併して合併後存続することとなる場合並びに

合併に際し交付する株式の数に１株当たり純

資産額を乗じて得た額及び合併に際し交付す

る社債その他の財産の帳簿価額の合計額が合

併後存続する取引参加者の純資産額の２０分

の１以下となる場合とする。

２ 業務規程第１４０条の２第１項第２号に定

める場合は、分割により承継させる資産の帳

簿価額の合計額が分割を行う取引参加者の総

資産額の２０分の１以下となる場合とする。

３ 業務規程第１４０条の２第１項第３号に定

める場合は、分割による事業の全部を他の取

引参加者から承継する場合、分割により交付

する株式の数に１株当たり純資産額を乗じて

得た額及び承継により交付する社債その他の

財産の帳簿価額の合計額が分割により事業の

承継をする取引参加者の純資産額の２０分の

１以下となる場合並びに分割による事業の全

部及び一部を完全子会社から承継する場合と

する。

４ 業務規程第１４０条の２第１項第４号に定

める場合は、譲渡する資産の帳簿価額が、譲

（新設）



- 14 -

渡する取引参加者の総資産額の２０分の１以

下となる場合とする。

５ 業務規程第１４０条の２第１項第５号に定

める場合は、事業の全部の他の取引参加者か

ら譲り受ける場合、譲り受ける事業の対価と

して交付する財産の帳簿価額の合計額が当該

事業を譲り受ける取引参加者の純資産額の２

０分の１以下となる場合及び事業の全部又は

一部を完全子会社から譲り受ける場合とす

る。

（合併等の通知）

第１５条の３ 業務規程第１４０条の２第２項

に規定する通知は、次の各号に掲げる行為の

区分に従い、当該各号に定める事項その他当

社が必要と認める事項について、当該行為の

承認のため株主総会（株式会社以外の者にあ

っては、これに準ずるもの。以下この条にお

いて同じ。）の決議を行う場合は、原則とし

て、当該行為を承認する株主総会の日の２週

間前の日まで、株主総会の決議を行わない場

合は、原則として、取締役会など会社の意思

決定機関による決定の日の２週間前の日まで

に行うものとする。

（１） 業務規程第１４０条の２第１項第１

号に掲げる合併

イ 合併後の株主構成及び役員構成

ロ 合併の相手方となる法人の概要（当該

法人の財務状況を含む。）

（２） 業務規程第１４０条の２第１項第２

号に掲げる分割による事業の一部の他の法

人への承継又は同項第４号に掲げる事業の

一部の譲渡

イ 分割又は事業の譲渡後の役員構成、組

織体制及び当社の市場における取引の業

務の見込み

ロ 分割又は事業の譲渡に係る事業の概要

（当該事業に係る資産及び負債の額を含

む。）

（３） 業務規程第１４０条の２第１項第３

号に掲げる分割による事業の全部若しくは

一部の他の法人からの承継又は同項第５号

に掲げる事業の全部若しくは一部の譲受け

イ 分割又は事業の譲受け後の役員構

成

ロ 分割又は事業の譲受けに係る事業の概

要（当該事業に係る資産及び負債の額を

含む。）

（新設）

（合併等の承認申請）
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第１５条の４ 業務規程第１４０条の２第２項

に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を

記載した所定の承認申請書を当社に提出して

行うものとする。

（１） 商号又は名称（英文の商号又は名称

を含む。）

（２） 代表者名

（３） 当該申請に係る行為（以下この条に

おいて「合併等」という。）の相手方の商

号又は名称

（４） 合併等の効力発生日

（５） 合併等の理由

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる

書類を添付しなければならない。

（１） 合併等の契約内容を記載した書面

（２） 合併等に係る取締役会議事録の写し

（監査等委員会設置会社にあっては、取締

役の決定があったことを証する書面を含

み、指名委員会等設置会社にあっては、執

行役の決定があったことを証する書面を含

み、株式会社以外の者にあっては、これら

に準ずるもの）

（３） 合併等の相手方の計算書類及び事業

報告（会社法第４３８条第１項に規定する

計算書類及び事業報告をいい、株式会社以

外の者にあっては、これに準ずるものをい

う。）

（４） 合併等後の資本金の額若しくは出資

の総額又は純資産額及び純資産額規制比率

の見込みを記載した書面（登録金融機関に

あっては、これに準ずるものをいう。）

（５） 合併等の手続きを記載した書面

（６） 当社所定の「反社会的勢力との関係

がないことを示す確認書」

（７） その他当社が必要と認める書類

（新設）

（届出事項）

第１６条 業務規程第１４１条第１項各号の

届出は、次の各号に定めるところにより行

うものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 業務規程第１４１条第１項第２号又

は第２号の２に該当したとき 支払不能

（支払不能となるおそれ）に関する報告書

（４）～（１４） （略）

（届出事項）

第１６条 業務規程第１４１条第１項各号の

届出は、次の各号に定めるところにより行

うものとする。

（１）・（２） （略）

（３） 業務規程第１４１条第１項第２号に

該当したとき 支払不能等に係る届出書

（４）～（１４） （略）

（１５） 業務規程第１４１条第１項第１

２号に該当したとき 合併等に係る届出

書に合併、分割、事業譲渡、分割による

事業の承継若しくは事業の譲受けに係る

（１５） 業務規程第１４１条第１項第１２

号に該当したとき 合併等に係る届出書に

合併、分割若しくは事業譲渡に係る契約書

又はその内容を記載した書面の写しを添付
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契約書又はその内容を記載した書面の写

しを添付

（１６）・（１７） （略）

（１８） 業務規程第１４１条第１項第１

６号又は第１７号に該当したとき 処

分、処罰に関する報告書

（１９） 業務規程第１４１条第１項第１

８号に該当したとき 法令又は諸規則に

違反する行為に関する報告書

（２０） 業務規程第１４１条第１項第１

９号に該当したとき 業務の内容又は方

法等の制定・変更報告書

（２１） 業務規程第１４１条第１項第２

０号に該当したとき コンピュータ・シ

ステム等障害報告書

２・３ （略）

４ 業務規程第１４１条第３項に規定する届

出は、財務基準抵触に関する届出書により

行うものとする。

５ 業務規程第１４１条第４項に規定する届

出は、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。

（１） 業務規程第１４１条第４項第１号に

該当したとき 破産手続開始等届出書に破

産手続開始決定書及び破産手続開始決定通

知書の写しを添付

（２） 業務規程第１４１条第４項第２号に

該当したとき 解散手続届出書に解散した

ことを証する書面を添付

（３） 業務規程第１４１条第４項第３号に

該当したとき 死亡届出書に死亡したこと

を証する書面を添付

（４） 業務規程第１４１条第４項第４号に

該当したとき 成年被後見人届出書に成年

被後見人となったことを証する書面を添付

６ 受託取引参加者の第１項第５号から第９号

まで及び第２項第３号並びに第５項第１号及

び第２号に基づく届出は、第３項第２号、第

４号又は第６号の届出をもって行われたもの

とみなす。

７ （略）

（１６）・（１７） （略）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

２・３ （略）

（新設）

４ 業務規程第１４１条第３項に規定する届

出は、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。

（１） 業務規程第１４１条第３項第１号に

該当したとき 破産手続開始等届出書に破

産手続開始決定書及び破産手続開始決定通

知書の写しを添付

（２） 業務規程第１４１条第３項第２号に

該当したとき 解散手続届出書に解散した

ことを証する書面を添付

（３） 業務規程第１４１条第３項第３号に

該当したとき 死亡届出書に死亡したこと

を証する書面を添付

（４） 業務規程第１４１条第３項第４号に

該当したとき 成年被後見人届出書に成年

被後見人となったことを証する書面を添付

５ 受託取引参加者の第１項第５号から第９

号まで及び第２項第３号並びに第４項第１

号及び第２号に基づく届出は、第３項第２

号、第４号又は第６号の届出をもって行わ

れたものとみなす。

６ （略）

（ポジションに関するリスク管理）

第１７条の２ 当社の市場において取引を行う

取引参加者は、業務規程第１４９条の５に規

定するポジションに関するリスク管理とし

て、次の各号に掲げる事項を実施しなければ

ならない。

（１） ポジションの管理に関する事項を定

めた社内規則の制定

（新設）
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（２） 委託者又は海外顧客の資力、属性、

取引商品、取引形態及び取引規模等（取引

参加者の自己の計算による取引にあって

は、当該取引参加者の資力、取引形態及び

取引規模等をいう。）に照らし、当該委託

者又は海外顧客（取引参加者の自己の計算

による取引にあっては、当該取引参加者を

いう。）における過大なポジションの発生

を防止するために適切と認められる管理

（その他当社が求める管理体制）

第１７条の３ 業務規程第１４９条の５に規定

するその他当社が求める管理体制は、高速取

引（当社が別に定める要件に該当する取引を

いう。）に関する管理体制とし、次の各号に

掲げる事項を実施しなければならない。

（１） 高速取引に関する電子情報処理組織

の管理

（２） 高速取引を行う委託者等から受託す

る場合、当該委託者等における電子情報処

理組織の管理が十分であることの確認

（新設）

（取引の停止等の解除の申請）

第２０条の２ 業務規程第１５９条第２項に規

定する取引の停止等の解除の申請は、取引の

停止等の処置の解除承認申請書により行うも

のとする。

（新設）

（取引資格の審査等に関する基準）

第２１条 業務規程第１０９条の規定に基づく

取引資格取得申請者及び第１１５条第２項の

規定に基づく取引参加者の種類変更申請者

（以下「申請者」という。）の取引資格の資

格審査は、次の各号に掲げる事項を基準とし

て行うものとする。ただし、申請者が当社市

場で直接取引を行わない場合には、第１号か

ら第５号までに掲げる事項を基準として審査

を行う。

（１）・（２） （略）

（３） 商品市場における取引に関する業務

を適正に遂行する体制が整えられ、又は整

えられる予定であること（直接取引を行う

場合にあっては、第５条の２に規定する業

務執行の体制を整えること）

（４） （略）

（５） 債務超過でないこと又は監査報告書

において疑義が呈されていないこと等、申

請者が営む事業について継続性が認められ

ること（受託取引参加者に係る業務規程第

１０９条又は第１１５条第２項に基づく申

（取引資格の審査等に関する基準）

第２１条 業務規程第１０９条の規定に基づく

取引資格取得申請者及び第１１５条第２項の

規定に基づく取引参加者の種類変更申請者

（以下「申請者」という。）の取引資格の資

格審査は、次の各号に掲げる事項を基準とし

て行うものとする。ただし、申請者が当社市

場で直接取引を行わない場合には、第１号か

ら第５号までに掲げる事項を基準として審査

を行う。

（１）・（２） （略）

（３） 商品市場における取引に関する業務

を適正に遂行する体制が整えられ、又は整

えられる予定であること

（４） （略）

（５） 債務超過でないこと又は監査報告書

において疑義が呈されていないこと等、申

請者が営む事業について継続性が認められ

ること
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請の場合において直接取引を行うときにあ

っては、これに加え、第５条の４に規定す

る基準を満たすこと）

（６）・（７） （略）

２ 業務規程第１１３条第３項の規定に基づく

新たに取引を行おうとする取引参加者の審査

は、次の各号に掲げる事項を基準として行う

ものとする。

（１） 第５条の２に規定する業務執行の体

制を整えること

（２） 第５条の４に規定する基準を満たす

こと（受託取引参加者に限る。）

（３） 指定清算参加者との間において清算

受託契約が締結されること（遠隔地市場取

引参加者又は遠隔地仲介取引参加者に限

る。）

（４） 指定する送達代理人が送達代理人と

しての義務を適正に履行できること（遠隔

地市場取引参加者又は遠隔地仲介取引参加

者に限る。）

（６）・（７） （略）

（新設）

（取引の信義則に反する行為）

第２２条の２ 業務規程第１６５条第５号に規

定する行為は、二つの市場にまたがる取引等

に関する行為とし、取引参加者が、自己又は

当該取引参加者の子会社・親会社（取引参加

者の子会社（会社法第２条第３号に規定する

子会社及び取引参加者が他の会社の総株主の

議決権（株主総会において決議をすることが

できる事項の全部につき議決権を行使するこ

とができない株式についての議決権を除き、

会社法第８７９条第３項の規定により議決権

を有するものとみなされる株式についての議

決権を含む。以下同じ。）の５０パーセント

以上を有している場合における当該他の会社

をいう。以下同じ。）又は親会社（会社法第

２条第４号に規定する親会社及び他の会社が

取引参加者の総株主の議決権の５０パーセン

ト以上を有している場合における当該他の会

社をいう。以下同じ。）である商品先物取引

業に類似する業を行う外国法人をいう。この

場合において、取引参加者の子会社が他の会

社の親会社である場合における当該他の会社

及び他の会社が取引参加者の子会社の親会社

である場合における当該他の会社は、当該取

引参加者の子会社とみなし、他の会社が取引

参加者の親会社の親会社である場合における

当該他の会社及び取引参加者の親会社が他の

会社の親会社である場合における当該他の会

社は、当該取引参加者の親会社とみなす。）

（新設）
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若しくは商品先物取引業を営む関係会社の計

算による取引（実質的に投資判断が当該取引

参加者に委ねられているものに限る。以下同

じ。）等に関して行う次の各号に掲げる行為

をいうものとする。

（１） 価格連動性を有する二つの商品のう

ち、一方の商品を有する者が、当該商品の

取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益

を得る目的をもって、他方の商品について

仮装の取引を行うこと。

（２） 価格連動性を有する二つの商品のう

ち、一方の商品を有する者が、当該商品の

取引状況に関し他人に誤解を生じさせ利益

を得る目的をもって、他方の商品について

あらかじめ他人と通謀の上、馴合いの取引

を行うこと。

（３） 価格連動性を有する二つの商品のう

ち、一方の商品を有する者が、当該商品に

ついて取引を誘引し利益を得る目的をもっ

て、他方の商品について取引を行うことに

より、その値段を変動させる行為

（４） 価格連動性を有する二つの商品のう

ち、一方の商品を有する者が、当該商品に

ついて取引を誘引し利益を得る目的をもっ

て、他方の商品について浮説を流布するこ

と。

（５） 商品市場、外国商品市場における取

引及び法第２条第１４項に規定する店頭商

品デリバティブ取引（以下「商品市場等に

おける取引」という。）並びにその他配

当、利子、分配金又は償還金等の額があら

かじめ定められた方法に従い、商品の価格

又は商品現物先物取引若しくは商品現金決

済先物取引の値段に応じて算出される証券

又は証書（外国又は外国法人の発行する証

券又は証書で同様の性質を有するものを含

む。）（以下「派生商品」という。）のポ

ジションを有する者が、当該派生商品の最

終決済を自己に有利に行うため、現物市場

（有価証券の売買のために国内の金融商品

取引所が開設する取引所金融商品市場又は

外国金融商品市場をいう。）における取引

又は派生商品の取引を行うことにより、意

図的に商品市場等における取引の値段を変

動させ、又は値段の上昇若しくは低下を防

ぐ行為

（６） 価格連動性を有する二つの商品のう

ち、一方の商品について相場に重大な影

響を与えるおそれのある委託者又は海外

顧客の委託に基づく注文がまもなく発注
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されることを知りながら、当該注文の発

注に先立ち、これを利用して、利益を得

る目的をもって、他方の商品について、

取引を行うこと。

２ 前項に規定する価格連動性を有する二つの

商品とは、派生商品と指数等連動型投資信託

受益証券等（投資信託受益証券（投資信託の

受益証券をいう。）、外国投資信託受益証券

（外国投資信託の受益証券をいう。以下この

項において同じ。）、投資証券、外国投資証

券、受益証券発行信託の受益証券（受益証券

発行信託の受益証券のうち、内国法人が外国

で発行する証書若しくは証券のうち社債券の

性質を有する有価証券、外国法人が外国で発

行する証券若しくは証書のうち社債券の性質

を有する有価証券、外国投資信託受益証券、

外国投資証券又は外国受益証券発行信託の受

益証券（外国法人の発行する証券又は証書で

受益証券発行信託の受益証券の性質を有する

ものをいう。）を信託財産とするものをい

う。）又は外国受益証券発行信託の受益証券

であって、商品市場等における取引又は商品

指数（商品の価格の水準を総合的に表したも

のをいう。）の値段に連動することを目的と

するものをいう。）とする。

（改廃）

第２４条 本細則のうち、第５条の２、第５条

の４、第２１条及び第２２条の２の規定の改

廃は取締役会の決議（変更の内容が軽微であ

る場合にあっては、代表取締役社長の決裁）

をもって、その他の規定及びこれらに係る様

式の改廃は代表取締役社長の決裁をもって行

う。

（改廃）

第２４条 本細則のうち、第２１条の規定の改

廃は自主規制委員会の同意を経て代表取締役

社長の決裁をもって、その他の規定及びこれ

らに係る様式の改廃は代表取締役社長の決裁

をもって行う。

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。

別表（様式）

条項 申請書等 様式

（略）

第５条の２ 取引開始申請書 様式３５

（略）

別表（様式）

条項 申請書等 様式

（略）

（新設）

（略）
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第１３条第

３項

日常業務代行者

選任・解任等届

出書

様式３６－

１

第１３条第

４項

日常業務代行者

の 役 職 名 ・ 印

鑑・業務範囲変

更届出書

様式３６－

２

第１３条の

２

法令遵守責任者

に係る申請書
様式３７

（略）

第１５条の

４
合併承認申請書 様式３８

（略）

第１６条第

１項第３号

支払不能（支払

不能となるおそ

れ）に関する報

告書

（略）

（略）

第１６条第

１項第１８

号

処分、処罰に関

する報告書
様式３９

第１６条第

１項第１９

号

法令又は諸規則

に違反する行為

に関する報告書

様式４０

第１６条第

１項第２０

号

業務の内容又は

方法等の制定・

変更報告書

様式４１

第１６条第

１項第２１

号

コンピュータ・

システム等障害

報告書

様式４２

（略）

第１６条第

４項

財務基準抵触に

関する届出書
様式４３

第１６条第

５項第１号
（略） （略）

第１６条第

５項第２号
（略） （略）

第１６条第

５項第３号
（略） （略）

第１６条第

５項第４号
（略） （略）

第１６条第

７項
（略） （略）

（略）

（新設）

（略）

（新設）

（略）

第１６条第１

項第３号

支払不能等

に係る届出

書

（略）

（略）

（新設）

（略）

（新設）

第１６条第４

項第１号
（略） （略）

第１６条第４

項第２号
（略） （略）

第１６条第４

項第３号
（略） （略）

第１６条第４

項第４号
（略） （略）

第１６条第６

項
（略） （略）

（略）
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第２０条の

２

取引の停止等の

処置の解除承認

申請書

様式４４ （新設）

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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清算・決済規程の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 本規程は、業務規程第３条第１０項に

基づき、当社の商品市場において成立した取

引に係る清算及び決済に関して必要な事項を

定める。

（目的）

第１条 本規程は、業務規程第３条第１１項に

基づき、当社の商品市場において成立した取

引に係る清算及び決済に関して必要な事項を

定める。

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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エネルギー市場管理細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（委託者及び海外顧客の建玉数量の制限）

第３条 当社は、業務規程第３３条第２項の規

定に基づき、委託者及び海外顧客の建玉数量

について、売建玉又は買建玉のそれぞれにつ

き（電力にあっては売建玉と買建玉との差引

き数量とする。）次に掲げる制限を設ける。

現物先物取引のガソリン、灯油及び軽油にお

いて、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参

加者は、当該委託者又は海外顧客を当業者、

投資信託等（投資信託等の要件に関する要領

に定めるものに限る。以下同じ。）、マーケ

ットメイカー又はそれ以外の者に区分して管

理しなければならない。

（１） ガソリン、灯油及び軽油

当月

限

翌月

限

その

他限

月

当業者、投資

信託等及びマ

ーケットメイ

カー以外

（略）

当業者、投資

信託等及びマ

ーケットメイ

カー

（略）

（２）・（３） （略）

２・３ （略）

（委託者及び海外顧客の建玉数量の制限）

第３条 当社は、業務規程第３３条第２項の規

定に基づき、委託者及び海外顧客の建玉数量

について、売建玉又は買建玉のそれぞれにつ

き（電力にあっては売建玉と買建玉との差引

き数量とする。）次に掲げる制限を設ける。

現物先物取引のガソリン、灯油及び軽油にお

いて、受託取引参加者又は遠隔地仲介取引参

加者は、当該委託者又は海外顧客を当業者、

投資信託等（投資信託等の要件に関する要領

に定めるものに限る。以下同じ。）、準取引

参加者、マーケットメイカー又はそれ以外の

者に区分して管理しなければならない。

（１） ガソリン、灯油及び軽油

当月

限

翌月

限

その

他限

月

当業者、投資

信託等、準取

引参加者及び

マーケットメ

イカー以外

（略）

当業者、投資

信託等、準取

引参加者及び

マーケットメ

イカー

（略）

（２）・（３） （略）

２・３ （略）

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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取引参加料等に関する細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第９項及び

第１３８条第１項の規定に基づき、取引参加

料等（取引資格取得料、取引参加料及びその

他本細則に定める手数料をいう。以下同

じ。）及び取引参加者保証金に関し必要な事

項を定める。

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１０項及

び第１３８条第１項の規定に基づき、取引参

加料等（取引資格取得料、取引参加料及びそ

の他本細則に定める手数料をいう。以下同

じ。）及び取引参加者保証金に関し必要な事

項を定める。

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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ストップロス取引実施細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１１項の

規定に基づき、ストップロス取引に関し必要

な事項を定める。

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１２項の

規定に基づき、ストップロス取引に関し必要

な事項を定める。

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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取引参加者に対する監査に関する細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１２項の

規定に基づき、取引参加者に対する監査に関

し必要な事項を定める。

２ （略）

（目的）

第１条 本細則は、株式会社東京商品取引所

（以下「当社」という。）の業務規程第３条

第１３項の規定に基づき、取引参加者に対す

る監査に関し必要な事項を定める。

２ （略）

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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電力におけるインサイダー規制に関する細則の一部改正新旧対照表

新 旧

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１３項の

規定に基づき、電力におけるインサイダー規

制に関し必要な事項を定める。

２ （略）

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１４項の

規定に基づき、電力におけるインサイダー規

制に関し必要な事項を定める。

２ （略）

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。
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商品市場における取引の内容の審査に関する細則

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１４項の規定に基づき、当社の商品市場における取引の内容

の審査に関し必要な事項を定める。

２ 前項の審査は、商品市場における取引に関し、法令若しくは法令に基づく主務大臣の処分若し

くは当社の定款、業務規程、受託契約準則その他の諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反

し、又は取引の信義則に背反する行為（以下「違反行為」という。）及び違反行為に該当するお

それのある行為を発見し、あわせて、これらの行為に関与した取引参加者等に対し必要な措置を

講じ、もって違反行為及び違反行為に該当するおそれのある行為の防止を図るとともに、当社及

び取引参加者等の信用を確保し、公益及び委託者等の保護に資することを目的として行う。

（審査対象取引）

第２条 当社は、次の各号に掲げる商品市場における取引の内容について審査を行うものとする。

（１） 値段又は取引高の変動の状況が不自然な商品市場における取引

（２） 重要事実（電力におけるインサイダー規制に関する細則第２条に規定する重要事実をい

う。以下次条において同じ。）が公表された商品市場における取引

（３） その他当社が審査の必要があると認めた取引

（審査項目）

第３条 前条各号に掲げる商品市場における取引の内容の審査は、次の各号に掲げる項目その他の

項目のうち必要なものについて行うものとする。

（１） 値段及び取引高の変動の状況

（２） 取引参加者による売付け又は買付けの状況

（３） 委託者に関する事項及び当該委託者による売付け又は買付けの委託の状況

（４） 重要事実の内容及びその公表に関する事項

（審査のための資料等の請求）

第４条 当社は、第２条各号に掲げる商品市場における取引について審査を行うため必要があると

認めたときは、取引参加者に対し、帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又

は事実の説明及び当該説明の内容を記載した文書の作成等を求めるものとする。

（取引参加者に対する注意の喚起等）
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第５条 当社は、商品市場における取引の内容の審査の結果、取引参加者の行為が違反行為又は違

反行為に該当するおそれのある行為であると認めた場合において必要があると認めたときは、当

該取引参加者に対し、注意の喚起を行うものとする。

２ 当社は、前項の規定による注意の喚起を行った場合において必要があると認めるときは、当該

取引参加者に対し、改善措置等について文書による報告を求めるものとする。

（改廃）

第６条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。

附 則

この細則は、令和５年１月１日から施行する。



- 31 -

取引参加者における不公正取引の防止のための売買管理体制に関する細則

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１５項の規定に基づき、当社の市場において取引を行う取引

参加者が整備する売買管理体制について、必要な事項を定める。

２ 前項の売買管理体制の整備は、取引参加者が社内規則の制定その他の必要な措置を講じること

により、当社の市場における取引に関して、取引参加者における不公正取引を防止し、もって当

社及び取引参加者の信用を確保し、公益及び委託者等（業務規程第３３条第２項に規定する委託

者等をいう。以下同じ。）の保護に資することを目的とする。

（社内規則の制定）

第２条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者がその委託者等による不公正取

引を防止するために行う売買管理に関して、次の各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備する

こととする。

（１） 売買管理の業務を担当する部門並びにその権限及び責任に関する事項

（２） 取引の発注及び取消等の制限に関する事項

（３） 委託者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握に関する事項

（４）  売買管理を行うに当たり参考とすべき情報に関する事項

（５） 委託者等に対して行う売買審査に関する事項

（６） 売買審査の結果に基づく措置に関する事項

（７） 自己取引に関する売買注文と委託者等の取引に関する売買注文を分別し発注することに

関する事項

（８） 送達代理人との連絡体制（当社の市場において取引を行う遠隔地仲介取引参加者及び遠

隔地市場取引参加者に限る。）

（９） その他必要を認められる事項

（委託者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握）

第３条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、適宜、モニタリング（委託者等の取引商

品、取引手法及び取引形態並びに投資意向及び投資経験等に関する調査をいう。）を行い、委託

者等の取引動向及び取引動機等の的確な把握に努めるものとする。

（売買審査）

第４条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の取引形態等にかんがみ適切な売

買審査を行うものとする。
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２ 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の取引に関する売買取引について、不

公正取引につながるおそれがあると認識した場合には、当該取引を行った委託者等に対し注意の

喚起を行い、その後も改善が見られない場合には、当該委託者等に対して注文の受託の停止その

他の適切な措置を講じなければならない。

（社内記録の作成及び保存等）

第５条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、前条第１項に規定する売買審査の結果（不

公正取引に該当しないことが明らかな場合を除く。）及び委託者等に対して行った措置について

社内記録を作成し、５年間保存するものとする。

（社内規則の見直し等）

第６条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第２条の社内規則について、役職員に周知

徹底を図り、市場及び取引の実態に応じて、売買管理の業務を担当する部門に見直しを行わせる

ことなどにより、その実効性を確保するものとする。

（自己取引に係る管理）

第７条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、自己の計算による取引について、当該取引

参加者の取引形態等にかんがみ適切な売買管理体制を整備することとする。

（改廃）

第８条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。

附 則

この細則は、令和５年１月１日から施行する。
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取引参加者における注文管理体制に関する細則

（目的）

第１条 本細則は、業務規程第３条第１６項の規定に基づき、当社の市場において取引を行う取引

参加者が整備する注文管理体制に関し必要な事項について定める。

２ 前項の注文管理体制の整備は、当社の市場において取引を行う取引参加者が社内規則の制定そ

の他の必要な措置を講じることにより、当社の市場における取引に関して、取引参加者における

過誤のある注文の受託及び発注を防止し、もって当社及び取引参加者の信用を確保し、公益及び

委託者等（業務規程第３３条第２項に規定する委託者等をいう。以下同じ。）の保護に資するこ

とを目的とする。

（社内規則の制定）

第２条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、取引参加者が行う注文管理に関して、次の

各号に掲げる事項を定めた社内規則を整備することとする。

（１） 委託者等の注文内容の確認等に関する事項

（２） 注文の発注制限に関する事項

（３） 承認者の設置に関する事項

（４） 社内規則の周知徹底等に関する事項

（５） その他必要と認められる事項

（委託者等の注文内容の確認等）

第３条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等から注文を受託する際に次の事項

を確認するものとする。

（１） 取引の種類、上場商品構成品（電力にあっては、業務規程第 14 条に規定する現金決済先

物取引の対象。）、限月、売付け又は買付けの区別、値段、数量その他の委託者等の注文内容

（２） 委託者等の資力及び属性、取引商品 その他の委託者等に関する情報

２ 当社の市場において取引を行う取引参加者は、委託者等の資力をあらかじめ把握するよう努め

るものとする。

（注文の発注制限等）

第４条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、当社の市場において注文を発注するに当た

り、前条第１項各号に掲げる事項及び取引参加者の資力を踏まえ、 次の各号に掲げる制限又は措

置を実施するものとする。

（１） 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を禁止する制限
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（２） 一定の数量又は金額以上を内容とする注文の発注を行う前に承認を要する制限

（３） 一定の時間における注文の数量又は金額の合計が一定の数量又は金額以上となる注文等

の発注を防止するために適切と認められる制限

（４） 委託者等又は取引参加者が使用するシステムの異常な動作その他の事由により予期しな

い異常な注文の発注がなされた場合又はそのおそれがある場合、直ちに当社に対する注文の発

注を抑止する措置

２ 当社の市場において取引を行う取引参加者は、前項各号に掲げる制限又は措置について、当該

取引参加者の直接的かつ排他的な管理権限の下で実施しなければならない。

（承認者の設置）

第５条 前条第１項第２号の承認を行う者を当社の市場へ発注を行う部店ごとに設置するものとす

る。ただし、他の部店を通じて発注を行う場合であって、当該他の部店において当該承認を行う

ときは、この限りでない。

（注文発注システム等による対応）

第６条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第４条第１項各号に掲げる制限及び措置

を、次の各号に定めるシステム又は方法により実施するものとする。

（１） 第４条第１項第１号に掲げる制限

   当社が当該取引参加者に提供する注文の発注制限に係るシステム

（２） 第４条第１項第２号に掲げる制限

   当該取引参加者が使用する注文の発注に係るシステム

（３） 第４条第１項第３号に掲げる制限及び同項第４号に掲げる措置

第１号若しくは前号に規定するシステム又は適切と認められる方法

（社内規則の周知徹底等）

第７条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、第２条の社内規則について、役職員に周知

徹底を図り、遵守状況に関する定期的な社内検査を行うことその他必要な措置を講じることによ

り、その実効性を確保するものとする。

（自己取引に係る管理）

第８条 当社の市場において取引を行う取引参加者は、自己の計算による取引について、当該取引

参加者の取引形態等にかんがみ適切な注文管理体制を整備することとする。

（改廃）

第９条 本細則の改廃は、代表取締役社長の決裁をもって行う。
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附 則

この細則は、令和５年１月１日から施行する。
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準取引参加者細則を廃止する規則

第１条 次に掲げる規則を廃止する。

準取引参加者細則

附 則

この規則は、令和５年１月１日から施行する。
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自主規制委員会規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（諮問事項）

第２条 自主規制委員会は、次に掲げる事項の

うちの重要な事項について、取締役会の諮問

に応じ又は取締役会に意見を述べることがで

きる。

（１）・（２） （略）

（３） 取引参加者の合併等の承認に係る審

査

（４） （略）

（５） （略）

（６） （略）

（諮問事項）

第２条 自主規制委員会は、次に掲げる事項の

うちの重要な事項について、取締役会の諮問

に応じ又は取締役会に意見を述べることがで

きる。

（１）・（２）（略）

（新設）

（３） （略）

（４） （略）

（５） （略）

附  則

この改正規定は、令和５年１月１日から施行

する。


